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1-1 ⽶軍の佐賀空港利⽤ 

【論点１】 ⽶軍の佐賀空港利⽤について 

今後の改めての要請                                        

質 問 回 答 

安倍首相が10月13日の参議院予算委員会

で「米軍の訓練の一部は佐賀で行うことで進

めている」と答弁されているが、この答弁の

趣旨は、将来的に米軍に佐賀空港を利用させ

ることは政府としてはすでに決めていると

いうことか。 
発言の真意を防衛省として確認し、公的な

文書として提出していただきたい。 
（H29.1.31 佐有漁協総第 223 号 問 27 

／ H29.2.2 企第 642 号） 

１．１０月１３日の参議院予算委員会におい

て安倍総理は、在沖米軍オスプレイの訓練

移転に関し、「訓練の一部は、佐賀で行わ

れるということで、これは進めているわけ

であります」と答弁しました。 
２．米軍オスプレイの沖縄県外への訓練移転

については、これまでも申し上げてきたと

おり、沖縄の負担を全国で分かち合うとの

観点から、全国の他の空港と同様、佐賀空

港の利用も考慮させて頂きたいと考えて

います。 
３．安倍総理の答弁は、こうした認識を前提

とした上で、訓練移転について佐賀空港

を、一つの例示として述べたものです。 
この点については、１０月２８日（金）

の衆議院内閣委員会において、菅官房長官

が、米軍オスプレイの訓練移転を「今、全

国でお願いしている。そういう中の事例と

して総理は申し上げたという、こういう風

に私も理解していますし、総理と直接話も

いたしております。」と答弁しています。

（H29.5.11 九防企地第 4899 号） 

沖縄の負担軽減との関係                                     

質 問 回 答 

今回の佐賀空港の自衛隊使用の計画につ

いては、沖縄の辺野古の問題が解決した後に

佐賀へ要請がなされるべきではないのか。要

請の順番が違うのではないのかと思うが、考

えをお示しいただきたい。 
また、将来的な米軍の使用（米軍基地化の

可能性、米軍の訓練等での一時使用の可能性

等）の有無を明確に示したうえで要請される

べきだと思うが、考えをお示しいただきたい。

（H28.8.23 佐有漁協総第 85 号 問 1 ／
H28.8.26 企第 315 号） 

1．今般の要請内容は、陸上自衛隊のオスプ

レイと目達原駐屯地に所在するヘリコプ

ターの配備であり、ご指摘の沖縄の辺野古

との関連はありません。自衛隊機の佐賀空

港への配備に関しては、安全保障上の重要

性を踏まえ、ご理解、ご協力をいただきた

いと考えています。 
2．米軍オスプレイの利用については、米国

との協議や負担軽減を巡る全国の自治体

の取り組みの状況をよく勘案した上で、必

要に応じ、改めてお願いさせて頂くことと
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質 問 回 答 

していますが、沖縄の負担を全国で分かち

合うとの観点から、全国の他の空港との横

並びの中で、佐賀空港の利用を考慮させて

頂くこととしており、佐賀県にもっぱら負

担が集中するような利用は念頭に置いて

いません。 
（H28.10.13 九防企地第 8129 号） 

平成 28年 10月 13日付け九防企地第 8129
号による回答に関して、問１の回答の中で将

来的な佐賀空港の米軍の使用については、

「全国の他の空港との横並びの中で、佐賀空

港の利用を考慮させていただくこととして

おり、佐賀県にもっぱら負担が集中するよう

な利用は念頭に置いていません」と回答され

ているが、この回答の意味は、将来的な米軍

の佐賀空港の利用の可能性はあるというこ

とか。横並びというのは、均等にと捉えてよ

いか、オスプレイが配備されていることを理

由に負担が強まることはないか。 
また、「佐賀県にもっぱら負担が集中するよ

うな利用は念頭に置いていない」とはどうい

う意味か。米軍の基地化することはないとい

う意味か。別の意味があるのか。もう少しわ

かりやすく説明いただきたい。 
（H29.1.31 佐有漁協総第 223 号 問 1 再

質問 ／ H29.2.2 企第 642 号） 

１．政府としては、沖縄の負担を全国で分か

ち合う、できることは全て行うとの基本的

な考え方に基づき、これまで、全国各地に

おける米軍オスプレイの県外訓練等の実

施に取組んできたところであり、全国の他

の空港と同様に、佐賀空港についても、米

軍オスプレイの県外訓練等に係る利用を

考慮させて頂きたいと考えています。 
これまで、米軍オスプレイの県外訓練等

の実績について、例えば、米軍単独訓練と

しては、平成２８年５月に静岡県及び山梨

県、同年７月、１０月、１１月及び平成２

９年３月に静岡県、自衛隊との共同訓練と

しては、平成２５年１０月に滋賀県、平成

２６年１２月に熊本県、平成２８年７月及

び１１月に長崎県、平成２９年３月に新潟

県及び群馬県等で行っています。また、米

軍オスプレイが参加する防災訓練として

は、平成２６年１０月に和歌山県、平成２

６年１１月に宮崎県、平成２８年９月に長

崎県で行っています。 
２．ご指摘の「均等」という点については、

全ての空港の負担が量的にまったく同じ

ということではありませんが、１．で述べ

たとおり、沖縄の負担を「全国」で分かち

合う取組は既に進行しているところです。

したがって、佐賀空港に米軍オスプレイ

の県外訓練等が集中することを想定して

いるわけではありません。いずれにせよ、

今後、沖縄の負担軽減の一環として、米軍

オスプレイの県外訓練等による佐賀空港

の利用を改めてお願いすることとなる場

合には、より丁寧な説明に努めていきたい

と考えています。 
３．また、普天間飛行場に配備している米軍

オスプレイについては、辺野古に移駐する

ため代替施設の工事を進めており、米軍オ

スプレイを佐賀空港に移駐することは考

えておりません。 
（H29.5.11 九防企地第 4899 号） 
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2-1 オスプレイの安全性 

【論点２】 オスプレイの安全性について 

1）ＭＶ－２２オスプレイの不時着⽔事故について                     

質問 回答 

12 月 13 日に、沖縄県名護市においてオス

プレイが海上に不時着水して機体が大破す

るという事故が発生したが、防衛省としても

原因究明し、その結果について説明していた

だきたい。※県からの 5 回目の質問のうち、

問 57 と同趣旨 
（H29.1.31 佐有漁協総第 223 号 問 24
／H29.2.2 企第 642 号） 

１.今般の事故の原因については、現在も米側

が調査を行っており、完全に特定するに至

ってはいません。しかしながら、夜間の空

中給油という高い技能を要するオペレー

ションが、強風、乱気流といった気象条件

下で行われたという環境要因と、搭乗者間

の意思疎通等といった人的要因が複合的

に重なって発生した可能性があることに

ついては、日米間で見解が一致しました。

２.防衛省としては、今般の事故発生後、速や

かに、防衛大臣から在日米軍司令官に対

し、事故原因の究明、安全が確認されるま

での飛行停止等を強く申し入れました。 
３.米側においては、オスプレイの飛行及び窒

中給油の停止措置をとりましたが、これら

を再開するに当たっては、米側だけの判漸

餐はなく.属米間で原因究明と対策等につ

いて集中的に脇議を行いました。防衛省に

おいては、これまでに米側から得た情報等

を踏まえ、今般の事故を引き起こした要因

についてあらゆる可能性を分析した上で、

防衛省・自衛隊の専門的な知見及び経験に

照らして、それらの要因を幅広く網羅する

再発防止策を米側が全て実施したことを

確認しました。 
４.さらに、米側においては、今後とも、空中

給油訓練は陸地から離れた海域の上空で

しか莫施しないこととしており、陸地上の

上空や有明海上空では実施しないことも

防衛省として確認しました。 
５.現在、米側において、原因究明のための調

査が行われているものと承知しておりま

すが、事故原因の調査には通常数か月を要

するものと承知しております。今後、詳細

な事故原因についての情報が米側より得

られ次第、佐賀県をはじめ関係自治体の皆

様に事故原因と安全対策について、丁寧に
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質問 回答 

説明してまいります。 
６.いずれにしても、防衛省としては、米軍機

の飛行に際しては、安全面の確保が大前提

と認識しており、米側に対し、安全面に最

大限配慮し、地域住民に与える影響を最小

限にとどめるよう求めてまいります。 
７.また、米軍 MV-22 オスプレイの不時着水

を踏まえた陸上自衛隊 V-22 オスプレイの

安全対策について、改めてご説明できるよ

う準備を行っているところです。 
（H29.5.11 九防企地第 4901 号） 

12 月 13 日のオスプレイの事故発生に伴

い、仮に佐賀空港に配備されれば、「有明海

にも堕ちる可能性も否定できない」、「ノリの

漁期中に墜落でもすれば甚大な被害が出る」

という不安の声が上がっている。オスプレイ

はこれまで事故率も低く安全だという趣旨

の説明をしてこられたが、今でもその考えに

変わりはないか。※県からの 5 回目の質問

のうち、再質問（問 29 関連）及び再質問（問

31、32 関連）と同趣旨 
（H29.1.31 佐有漁協総第 223 号 問 26
／H29.2.2 企第 642 号） 

１.MV 一 22 オスプレイは、平成 17 年(2005
年)に米国政府がその安全性・信頼性を確認

した上で、量産が開始されたものです。 
２.政府としては、MV-22 オスプレイの普天

間飛行場への配備に先立ち独自に安全性

を確認しています。具体的には、0 防衛省・

国交省・大学教授など政府内外の航空技

術・航空安全や事故調査の専門家、航空機

パイロット等から成る分析評価チームを

設置し、また、O チーム員を米国に派遣し

て米軍における過去の事故の原因を独自

に分析することなどにより、我が国におけ

る MV-22 オスプレイの運用の安全性を確

認しています。 
３.これに加え、平成 26 年、我が国も MV--22

と同型機の V-22 オスプレイを導入するこ

とを決定しましたが、その検討過程におい

て、改めて、各種技術情報を収集・分析し、

安全な機体であることを再確認していま

す。 
４.なお、航空機事故は整備や操作ミス等の機

体以外の要因でも発生するため、事故率の

みをもって機体の安全性を評価すること

は適当ではないと考えています。 
５.今般の沖縄県名護市沖における事故の原

因については、現在も米側が調査を行って

おり、完全に特定するには至っておりませ

ん。夜間の空中給油という高い技能を要す

るオペレーションが、強風、乱気流といっ

た気象条件下で行われていたという環境

要因と、搭乗員間の意思疎通等といった人

的要因が複合的に重なって発生した可能

性があることについては、日米間で見解が

一致しました。 
６.また、防衛省においては、これまで米側か
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質問 回答 

ら得られた情報等を踏まえ、今般の事故を

引き起こした要因についてあらゆる可能

性を分析した上で、防衛省・自衛隊の専門

的な知見及び経験に照らして、それらの要

因を幅広く網羅する再発防止策を米側が

全て実施したことを確認しました。さら

に、米側においては、今後とも、空中給油

訓練は陸地から離れた海域の上空でしか

実施しないこととしており、陸地上空や有

明海上空では実施しないことも防衛省と

して確認しました。 
（H29.5.11 九防企地第 4901 号） 
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2-2 環境への影響 

【論点３】 騒⾳の⽣活環境への影響について 

質問 回答 

どの程度の騒音が発生するのかを把握す

るために、一日に見込まれる回数程度実際に

オスプレイを飛行させるデモフライトを実

施していただきたい。 
（H28.8.23 佐有漁協総第 85 号 問９／

H28.8.26 企第 315 号 ） 

オスプレイによるデモフライトについて

は、山ロ佐賀県知事からもご要望があったこ

とを踏まえ、空港管理者の県ともよく相談した

上で、実施に向けた調整を進めてまいります。

（H28.10.13 九防企地第 8129 号） 

一日の離発着回数は 60回と説明されてい

るが、駐屯地開設後の騒音等の一日の環境の

変化をイメージするため、現在想定されてい

る 8 時から 17 時までの運用時間内に 60 回

実践形式でデモフライトを行っていただき

たい。 
編隊飛行をする場合は、編隊飛行も組み込

んでデモフライトを実施していただきたい。

なお、オスプレイの利用について米軍との

調整が困難な場合は、自衛隊機のみでも実施

していただきたい。 
（H29.1.31 佐有漁協総第 223 号 問 29
／H29.2.2 企第 642 号） 

１.米軍 MV-22 オスプレイではなく、目達原

駐屯地等に所在する自衛隊機を複数機用

いて展示飛行を行うことは可能です。 
２.他方、ご指摘の展示飛行については、V-22
オスプレイ等を運用するために必要とな

る駐機場などの関連施設を佐賀空港にお

いて整備していない中、民航機の運行に影

響を与えない範囲で、佐賀空港の既存施設

のみを用いて行うことになるため、昨年 11
月に行った米軍 MV-22 オスプレイによる

展示飛行のように、特定の時間帯に限定し

て自衛隊機を可能な限り多く離発着させ

る形にならざるを得ないことはご理解く

ださい。 
（H29.5.11 九防企地第 4901 号） 
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【論点４】 低周波⾳による⽣活環境への影響について 

該当なし                                                
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【論点５】 排気ガスによる⼤気への影響について 

質 問 回 答 

配備予定のオスプレイ及びヘリコプター

から排出される排気ガス等に関し、次のこと

についてお示しいただきたい。 
① 配備予定機の使用する燃料とその成分

を、それぞれ機種ごとにお示しいただきた

い。 
② 配備予定機から排出される排気ガスの

成分、臭い及び単位時間当たり平均の排出

量を、それぞれ機種ごとに、また現在佐賀

空港に就航している民航機と比較した形

でお示しいただきたい。 
③ 配備予定機が現在想定されている回数

の離発着を行った場合に排出される排気

ガスの総量を、現在佐賀空港に就航してい

る民航機と比較してお示しいただきた

い。） 
（H28.8.23 佐有漁協総第 85 号 問 11／
H28.8.26 企第 315 号） 

1．陸上自衛隊の航空機は、現在、主に JP-4
という航空燃料を使用していますが、民間

規格の JetA-1 という航空燃料に移行を進

めており、佐賀空港に配備される陸自航空

機も、JetA-1 を使用する予定です。 
2．他方、JetA-1 への移行は着手したばかり

であり、JetA-1 を使用した場合の排気ガ

スの成分、臭い、単位時間当たりの排出量、

総量について、現在、データを持ち合わせ

ておりません。 
3．しかしながら、JetA-1 は、民航機でも使

用している燃料であるため、排気ガスの成

分、臭いについて民航機と大きな差はない

と考えています。 
4．なお、目達原駐屯地に所在するヘリコプ

ター等を前提に、1 日 60 回程度佐賀空港

に離着陸した場合、大気汚染物質(窒素酸

化物、二酸化硫黄及び浮遊粒子状物質)は、

ほとんど増加しないことが試算結果から

判明しています（別添参照）。 
5．いずれにせよ、航空機の排気ガスに関す

る地元漁業者の皆様の御不安を解消でき

るよう、引き続き説明してまいります。 
（参考） 
・JP-4 の成分:ワイドカット系（ナフサ（ガ

ソリン成分）とケロシン系（灯油）の混合）

・ JetA-1 の成分:ケロシン系（灯油） 
（H28.10.13 九防企地第 8129 号） 
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【論点６】 環境アセスメントについて 

質 問 回 答 

 説明資料では「詳細な配備計画や規模等に

ついては、基本検討や実施設計を踏まえた上

で決定」とされていますが、基本検討や実施

設計の結果、造成面積が環境アセスの対象と

なる 35ha を超えることもあるという理解で

よいか、確認したい。 
（H28.8.23 佐有漁協総第 85 号 問 2 ／
H28.8.26 企第 315 号） 

1．詳細な配備計画や規模等については、基

本検討や実施設計を踏まえた上で決定し

てまいりますが、現時点では、造成面積を

約 33ha と見込んでいるところです。 
2．なお、現時点の配置計画においては、必

要と見込まれる施設等をすべて含んでお

り、これ以上拡大することは考えておりま

せんが、造成面積とは別に保安用地が必要

となると考えています。 
（H28.10.13 九防企地第 8129 号） 

 佐賀県環境影響評価条例では、開発面積が

35ha 未満であれば、環境アセスの対象外と

なっているが、35ha 未満であっても環境ア

セスを自主的に実施される考えはないか。 
また、環境アセスを実施しない場合は、漁協

側から「この項目については、調査をして欲

しい」と要請した項目については、調査を実

施していただきたいと思うが、防衛省の考え

をお示しいただきたい。 
（H28.8.23 佐有漁協総第 85 号 問 10 ／
H28.8.26 企第 315 号） 

1．防衛省としては、佐賀空港の西側に駐機

場、格納庫、隊庁舎・厚生棟、燃料タンク、

弾薬庫など部隊運用に必要となる施設を

整備することを念頭に、部隊の効率的な運

用や維持管理に資するよう、適切な施設配

置、動線の簡略化などの検討を行い、今般、

施設配置の範囲を決定したところです。 
2．当省としては、環境影響評価の手続きに

ついては、基本検討等の中で決定される施

設整備の規模等を踏まえ、県と適切に調整

することとしており、それが県条例に定め

る環境影響評価の対象に該当することと

なれば、同条例に定める手続きに従い適切

に進めていく考えです。 
3．その上で、海苔養殖等に従事される方々

からの調査のご要望については、ご懸念や

ご心配に丁寧にお答えするために、その内

容を具体的に確認の上、協議してまいりま

す。 
（回答：H28.10.13 九防企地第 8129 号）
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2-3 漁業への影響 

【論点７】 騒⾳による漁業（コノシロ漁など漁船漁業）への影響について 

質 問 回 答 

オスプレイ等自衛隊機の騒音による影響

について、漁業者から次のような不安の声が

出されているため、その影響について事前に

調査を実施していただきたい。 
① 海面に浮いてくるコノシロ、シバエビ等

が騒音で逃げるのではないか。これらを投

げ網等で漁獲する漁への影響があるので

はないか。 
② 干潮時のムツゴロウやシオマネキ等の

干潟生物の生態に影響があるのではない

か。干潟魚の代表格である潟ハゼ等の漁へ

の影響があるのではないか。 
（H28.8.23 佐有漁協総第 85 号 問 13 ／
H28.8.26 企第 315 号） 

1．防衛省では、過去に三沢飛行場等で行っ

た航空機騒音が魚類に与える影響調査の

結果を踏まえると、佐賀県においても航空

機騒音による漁業への影響はないものと

考えております。なお、過去に三沢飛行場

等で行った調査の結果は別紙のとおりで

す。 
2．また、過去、民間空港(関西国際空港、中

部国際空港)建設時に同種の調査を行った

例を調べたところ、当省で実施した調査と

同様、漁業への影響はないとの内容でし

た。 
（出典:「水中音の魚類に及ぼす影響」社団

法人日本水産資源保護協会） 
3．加えて、大型ヘリ CH-47 を運用している

木更津駐屯地においても、これまでに周辺

の漁業者から航空機騒音が漁業に影響を

与えているとの話は出ていないと承知し

ております。 
4．こういった状況に鑑みますと、地元漁業

者の皆様が心配されている航空機騒音に

よる漁業への影響はないものと考えてお

りますので、現時点において、事前の調査

は検討しておりませんが、どのようなもの

をお示しできれば、地元漁業者の皆様の御

不安を解消できるか、御相談させていただ

きたいと考えております。 
5．他方、あってはならないことですが、万

一にも自衛隊の佐賀空港の利用によって、

漁業事業者等の方々に対して経営上の損

失を与えた場合には、関係法令に基づい

て、防衛省が責任を持ってその損失や損害

を補償するなど適切な措置を講じてまい

りたいと考えております。 
（H28.10.13 九防企地第 8129 号） 

平成 28年 10月 13日付け九防企地第 8129
号による回答に関して、問 13 において漁船

漁業及び干潟漁業への影響の事前調査につ

１．日本水産資源保護協会によると、一般的

に、魚類が音源から遠ざかる反応を示す音

圧レベル（威嚇レベル）は１４０デシベル
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質 問 回 答 

いては「検討していない」という回答である。

この回答について、 
① 航空機騒音が魚類に与える影響調査結

果が、三沢飛行場等を例に提示してある

が、この結果を漁業者にわかるように要約

して、提出していただきたい。 
② 提出資料は、コノシロやシバエビ、ムツ

ゴロウなどは調査の対象となっておらず、

三沢飛行場等での調査結果が、コノシロ等

にもそのまま適用できるのか説明してい

ただきたい。説明できない場合は、その影

響について調査し、結果を出していただき

たい。 
（H29.1.31 佐有漁協総第 223 号 問 13 再

質問 ／H29.2.2 企第 642 号） 

～１６０デシベル、これに比べて、魚類に

とって快適な音の強さであり、興味のある

音であれば音源方向へ寄ってくる音圧レ

ベル（誘致レベル）は１１０デシベル～１

３０デシベルとされています。 
２．防衛省が過去に三沢飛行場等で行った航

空機騒音が魚類に与える影響調査におい

ては、カタクチイワシ・サバ・ボラ・スズ

キ・サケと幅広い魚種を対象とし、そのう

ち一番敏感に反応したカタクチイワシに

ついては、１２４デシベルでは反応せず、

１３４デシベルで弱反応を示し、１４０デ

シベル以上で反転反応（魚が驚いて深海に

潜るか、音源から遠ざかる反応）を示して

います。 
３．その上で、平成２８年１１月に行った米

軍ＭＶ－２２オスプレイによる展示飛行

の際、佐賀空港南側場周経路付近で水中音

測定を行ったところ、オスプレイの音圧レ

ベルは最大でも１０２ｄＢでした。また、

オスプレイが飛行していない時間帯にお

いても、船舶の走行音などにより、水中で

は音圧レベル約１００デシベル～１４０

デシベルの音が発生していました。 
４．これまで、ご指摘のコノシロ・シバエビ・

ムツゴロウなどは直接的に調査の対象に

していませんが、上記１．～３．を踏まえ

ると、オスプレイの騒音が魚類に与える影

響はないと判断することは一定の合理性

があると考えています。 
５．なお、ご指摘を踏まえ、コノシロに対す

る影響について、昨年１１月に行った展示

飛行の際に採取した米軍ＭＶ－２２オス

プレイの音源を用いて実際に調査するこ

とを検討しており、具体的な方法等につい

ては、改めて調整させていただきたいと考

えています。 
６．また、陸上自衛隊Ｖ－２２オスプレイ等

を佐賀空港で運用する中で、漁獲高が減少

する等の事象が発生する場合には、因果関

係を明らかにした上で適切に補償させて

いただくのは当然であり、漁船への同乗時

などの機会を捉えて、万が一の補償等の制

度や類似例を含め出来る限り丁寧に説明

させていただきたいと考えています。 
（H29.5.11 九防企地第 4899 号） 
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質 問 回 答 

木更津駐屯地周辺はコノシロの産地でも

あることから、漁業への騒音の影響について

木更津の漁業者と直接を話をしたいので、調

整をお願いしたい。 
また、木更津をはじめとする漁場に隣接する

駐屯地の周辺地域において、漁業への騒音の

影響に関しての漁業者等からの声を聞いた

例があれば、内容を含めてお示しいただきた

い。 
更に、地元の県や市町村、あるいは漁協な

どの関係者との間で、漁業への影響に関し

て、何らかの取り決めや申し合わせなどを行

っている例があれば、その状況と内容をお示

しいただきたい。 
（H28.8.23 佐有漁協総第 85 号 問 14 ／
H28.8.26 企第 315 号） 

1．木更津の漁業者の方と直接お話しになり

たいとの御要望につきましては、日程等具

体的な御要望をお聞かせいただいた上で、

そのような機会を設けられるよう調整し

ます。 
2．また、防衛省において確認した限りでは、

漁場に隣接する自衛隊施設の周辺地域に

おいて、自衛隊の航空機の騒音により魚類

が離散することによって漁獲が減少する

というような漁業者等からの声に接した

例はありません。 
3．漁業への影響に関する地元自治体等との

取決めについては、航空自衛隊小松基地の

開設に先立ち昭和 34 年に防衛庁名古屋建

設部長と小松飛行場対策協議会長との間

で締結された約定書において、同協議会か

らの「漁業、家畜、農作物の実害に対する

完全補償。但し、被害調査に際しては地元

民を該調査に参加せしめること。」との要

求事項に対し、「権威ある実害調査(地元民

立会)の結果により具体的に立証された場

合には補償する。」と約定した例がありま

す。 
（H28.10.13 九防企地第 8129 号） 

 説明資料では、「佐賀空港の北側には住宅

地などが所在しているため騒音の面で負担

を生じさせないよう空港の南側を飛行する

ことを基本に考えている」とのことだが、海

上にいる漁業者への影響が懸念されること

から、次のことをお示しいただきたい。 
① 自衛隊機の場周経路飛行時におけるピ

ーク騒音レベルの予測コンターを、配備予

定のオスプレイ及びヘリコプターについ

て機種ごと、飛行高度ごと（300m、400
ｍ、500m）に図示していただきたい。ま

た、民航機の離発着時の騒音と比較できる

ような資料を示していただきたい。 
② 場周経路では高度 300mから 500ｍを飛

行するとの説明だが、これ以上の高度で飛

行することは可能なのか、示していただき

たい。 
③ 自衛隊機が場周経路を飛行する際の海

上への風圧の影響について、配備予定のオ

スプレイ及びヘリコプターについて機種

ごとに示していただきたい。 
（H28.8.23 佐有漁協総第 85 号 問 15 ／

①について 
1．佐賀空港周辺における騒音予測コンター

は、環境基本法に基づき環境省が定めた航

空機騒音に係る環境基準を踏まえ、航空機

騒音の評価指標である昼間、夕方、夜間の

時間帯別に重みを付けて求める 1 日の等

価騒音レベル「Lden」(エルデン:時間帯補

正等価騒音レベル)を用いてお示していま

す。 
2．したがって、航空機騒音の評価で用いら

れる Lden とは異なる最大騒音レベル

「LAmax」の予測コンターをお示しでき

ないことをご理解願います。 
3．自衛隊機と民航機の離発着時の最大騒音

レベル(高度約 300m)は以下のとおりで

す。 
・ B-767(離陸 87.8dB、着陸 80.1dB) 
・ AH-1(離陸 75.4dB、着陸 79.1dB) 
②について 
1．技術的には、情報圏の上限高度(一般的に

は～900m)までは高度を上げて飛行可能

です。 
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質 問 回 答 

H28.8.26 企第 315 号） 2．他方、場周経路は、ヘリコプター等の航

空機が滑走路に向けた最終着陸進入ルー

トに正確に進入し、安全に着陸することを

目的として設定していることから、仮に、

場周経路の高度を現在の設定高度である

300m から 500m よりも高く設定した場

合、視界確保の観点から天候の影響を受け

やすくなり、飛行できない場合がありま

す。 
3．このため、今まで場周経路としてお示し

している300mから500mより高い高度で

場周経路を設定することは困難であるこ

とをご理解願います。 
③について 
※【論点 7】風圧による漁業への影響につい

て に記載のため省略 
（H28.10.13 九防企地第 8129 号） 

 11 月 8 日に実施されたデモフライト時に

おける空中音と水中音の関係を示していた

だきたい。水中音の測定結果から、コノシロ

漁への影響評価をして、説明いただきたい。

なお、説明に際しては「思う」という主観的

な説明ではなく、科学的、客観的な解説をし

て説明していただきたい。 
（H29.1.31 佐有漁協総第 223 号 問 30 
／H29.2.2 企第 642 号） 

１．日本水産資源保護協会によると、一般的

に、魚類が音源から遠ざかる反応を示す音

圧レベル（威嚇レベル）は１４０デシベル

～１６０デシベル、これに比べて、魚類に

とって快適な音の強さであり、興味のある

音であれば音源方向へ寄ってくる音圧レ

ベル（誘致レベル）は１１０デシベル～１

３０デシベルとされています。 
２．防衛省が過去に三沢飛行場等で行った航

空機騒音が魚類に与える影響調査におい

ては、カタクチイワシ・サバ・ボラ・スズ

キ・サケと幅広い魚種を対象とし、そのう

ち一番敏感に反応したカタクチイワシに

ついては、１２４デシベルでは反応せず、

１３４デシベルで弱反応を示し、１４０デ

シベル以上で反転反応を示しています。 
３．その上で、平成２８年１１月に行った米

軍ＭＶ－２２オスプレイによる展示飛行

の際、佐賀空港南側場周経路付近で水中音

測定を行ったところ、オスプレイの音圧レ

ベルは最大でも１０２ｄＢでした。また、

オスプレイが飛行していない時間帯にお

いても、船舶の走行音などにより、水中で

は音圧レベル約１００デシベル～１４０

デシベルの音が発生していました。 
４．これまで、ご指摘のコノシロ・シバエビ・

ムツゴロウなどは直接的に調査の対象に

していませんが、上記１．～３．を踏まえ

ると、オスプレイの騒音が魚類に与える影
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質 問 回 答 

響はないと判断することは一定の合理性

があると考えています。 
５．なお、ご指摘を踏まえ、コノシロに対す

る影響について、昨年１１月に行った展示

飛行の際に採取した米軍ＭＶ－２２オス

プレイの音源を用いて実際に調査するこ

とを検討しており、具体的な方法等につい

ては、改めて調整させていただきたいと考

えています。 
６．また、陸上自衛隊Ｖ－２２オスプレイ等

を佐賀空港で運用する中で、漁獲高が減少

する等の事象が発生する場合には、因果関

係を明らかにした上で適切に補償させて

いただくのは当然であり、また、漁船への

同乗時などの機会を捉えて、万が一の補償

等の制度や類似例を含め出来る限り丁寧

に説明させていただきたいと考えていま

す。 
７．なお、平成２８年１１月に行った米軍Ｍ

Ｖ－２２オスプレイによる展示飛行の際、

佐賀空港南側場周経路付近で測定した空

中音と水中音の測定結果は別添のとおり

です。 
（H29.5.11 九防企地第 4899 号） 

木更津においてオスプレイ及び自衛隊機

でのデモフライトが行われたと聞いている

が、その結果をわかりやすく要約して示して

いただきたい。 
（H29.1.31 佐有漁協総第 223 号 問 31 
／ H29.2.2 企第 642 号） 

１．防衛省は、昨年１０月２４日、木更津駐

屯地の地元からの要請を踏まえ、米海兵隊

ＭＶ－２２オスプレイと木更津駐屯地に

配備されている陸自ＣＨ－４７ＪＡとの

騒音比較を実施しました。 
２．当該騒音比較では、ＭＶ－２２オスプレ

イとＣＨ－４７ＪＡそれぞれが木更津駐

屯地における飛行経路（場周経路）を飛行

した際の騒音について、木更津駐屯地

（①）、航空自衛隊木更津分屯基地（②）

（※１）及び木更津下水処理場（③） 
（※２）の３カ所で測定しました。その結果、

いずれの測定地点においても、ＭＶ－２２

オスプレイとＣＨ－４７ＪＡは同程度の

騒音レベルでした。 

（※１）駐屯地から北側へ約 2km の地点、

（※２）駐屯地から南側へ約 2.4km の地点 

３．また、ＭＶ－２２オスプレイとＣＨ－４

７ＪＡが、それぞれ木更津駐屯地内でホバ

リングを実施した際の騒音も上記３カ所
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質 問 回 答 

で測定しました。その結果、木更津駐屯地

（①）での騒音レベルはＭＶ－２２オスプ

レイがＣＨ－４７ＪＡを上回ったものの、

駐屯地外の測定地点（②③）での騒音レベ

ルは周囲の生活音の騒音レベルと区別で

きない程度でした。 
（H29.5.11 九防企地第 4899 号） 

 佐賀空港地先の湾奥部で、コノシロ漁が実

施される７～8月期にオスプレイあるいは自

衛隊機でのデモフライト及び騒音測定をし

ていただきたい。その際、投網漁の漁船に防

衛省の方に乗船していただき、漁の実態を見

ていただきたい。 
（H29.1.31 佐有漁協総第 223 号 問 32 
／ H29.2.2 企第 642 号） 

１．コノシロ漁が実施される７～８月に展示

飛行を実施することについては、問２９で

ご要望いただいている展示飛行と兼ねて

対応させていただくことは可能です。 
２．他方、オスプレイの騒音がコノシロ漁に

与える影響については、問３０に対する回

答でお答えしたとおり、昨年１１月に行っ

た展示飛行の際に採取した米軍ＭＶ－２

２オスプレイの音源を用いて実際に調査

することがより適切と考えているため、追

加的に騒音測定を行うことは考えていま

せん。 
３．なお、漁船への同乗については可能な限

り早く行わせていただき、有明海における

コノシロ漁の実態について理解を深めさ

せていただきたいと考えております。 
（H29.5.11 九防企地第 4899 号） 

 漁船漁業者も騒音で魚が逃げるなどして

影響が出るのではなないかと心配されてい

る。ついては、漁船漁業者（投網業者）に対

して、騒音の影響などについて直接説明をし

ていただきたい。 
（H29.1.31 佐有漁協総第 223 号 問 32 
／ H29.2.2 企第 642 号） 

１．平成２９年２月３日に佐賀県有明海漁業

協同組合大浦支所において、平成２８年１

１月に行った米軍ＭＶ－２２オスプレイ

による展示飛行の際、佐賀空港南側場周経

路付近で水中音測定を行った結果につい

てご説明させていただきました。 
２．防衛省としては、漁船への乗船時などの

機会を捉えて万が一の補償等の制度や類

似例を含めできる限り丁寧に説明させて

いただきたいと考えています。 
（H29.5.11 九防企地第 4899 号） 

佐賀県議会において、議員から、漁業への

影響を不安に思われている漁業者に対し、万

が一影響が出た場合には関係法令に基づき

対処するという説明ではなく、影響があった

場合にはきちんと補償がなされることを説

明すべきという意見がありましたので、検討

してください。 
（H27.12.25 政第 1540 号 問 42） 

１．自衛隊機の離着陸の頻繁な実施等によ

り、漁業者が事業の経営上の損失を受けた

場合には、防衛施設周辺の生活環境の整備

等に関する法律第１３条に基づく補償等

により適切に対応いたします。 
（H28.2.16 九防企地第 1485 号） 
 

法第 13 条の補償内容、運用の実態、留意 １．自衛隊機の離着陸の頻繁な実施等によ
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質 問 回 答 

点等について説明願いたい。 
（H28.2.29 政第 1827 号 問 42 再質問）

り、漁業者が事業の経営上の損失を受けた

場合には、防衛施設周辺の生活環境の整備

等に関する法律第１３条に基づく補償等

により適切に対応いたします。 
（H28.3.8 九防企地第 2181 号） 

 説明資料では「万一にも、自衛隊機の運用

や駐屯地の管理・運営上により、農業や漁業

事業者等に経営上の損失を与えた場合には、

関係法令にもとづいてその損失や損害を補

償する」とされているが、風評被害による損

失等も補償の対象となるのか、考えをお示し

いただきたい。 
（H28.8.23 佐有漁協総第 85 号 問 18 ／
H28.8.26 企第 315 号） 

1．ご指摘のような損失等が生じた場合は、

被害の状況等を確認の上、個別具体的な状

況に応じて適切に対応してまいります。 
（H28.10.13 九防企地第 8129 号） 

 12月 13日の沖縄県名護市でのオスプレイ

の事故に際し、周辺海域に油や燃料等の流出

の有無について、また流出があった場合、油

臭の消滅までの期間、漁業被害の有無につい

て説明していただきたい。また、どのような

初動態勢がとられたのか説明していただき

たい。 
（H29.1.31 佐有漁協総第 223 号 問 25 
／ H29.2.2 企第 642 号） 

１．防衛省としては、米側から不時着水した

ＭＶ－２２オスプレイからの燃料漏れは

なかったことを確認しています。また、不

時着水後の環境悪化を予防するための初

動対応として、米側は、事故発生後も現場

周辺の海域にオイルフェンスを敷設しま

した。 
２．防衛省は、オスプレイの不時着水事故を

受けて、平成２８年１２月２３日及び平成

２９年１月２２日に現場周辺の環境調査

(水質・底質・放射能調査)を行いました。

その結果、水質・底質調査ともに基準値を

下回り、基準がない項目についても沖縄県

が実施した調査結果(※)と大きな差違はな

く、また、放射能調査においても一般環境

と同レベルであったとの調査結果を得た

ところであり、オスプレイ事故による環境

汚染や人の健康に対する影響はなかった

ものと認識しています。この調査結果につ

いては、平成２９年４月２６日の公表と同

時に、佐賀県及び佐賀市をはじめ関係自治

体等へ情報を提供したところです(別添)。

(※)沖縄県による環境調査の結果、基準がな

い項目であっても、県内の一般的な海域と

大きな差違はなく、事故による影響は確認

されなかった。 

(環境調査を実施するまでに１０日間要した

理由) 
３．平成１７年に日米合同委員会で合意され

た「米軍航空機事故に関するガイドライ
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質 問 回 答 

ン」に基づき、事故発生直後から１２月２

２日までの間、現場海域では米軍及び沖縄

県警により安全を確保するための規制線

が張られ、現場への立ち入りが制限されて

いました。(なお、この期間中も、米側は

オイルフェンスを敷設し、環境悪化を予防

する措置を講じています。) 
４．防衛省としては、地元の方々が懸念され

ている海洋汚染への影響に対する不安を

一日も早く払拭するため、立ち入り規制が

解除された翌日の１２月２３日からオス

プレイが不時着水した現場海域において

環境調査を実施したところです。 

(オスプレイに使用する燃料と残留性につい

て) 
５．なお、陸自Ｖ－２２オスプレイの燃料に

ついては、民航機で使用されている航空タ

ービン燃料であるＪｅｔＡ－１を使用す

る予定です。ＪｅｔＡ－１は、灯油とほぼ

同じ成分で作られていることから、自然に

分解されずそのまま残留するかという点

については、灯油と同等程度と考えていま

す。 
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【論点８】 下降気流（⾵圧）による漁業（ノリ養殖）への影響について 

質 問 回 答 

説明資料では、「佐賀空港の北側には住宅

地などが所在しているため騒音の面で負担

を生じさせないよう空港の南側を飛行する

ことを基本に考えている」とのことだが、海

上にいる漁業者への影響が懸念されること

から、次のことをお示しいただきたい。 
① 自衛隊機の場周経路飛行時における

ピーク騒音レベルの予測コンターを、配備予

定のオスプレイ及びヘリコプターについて

機種ごと、飛行高度ごと（300m、400ｍ、

500m）に図示していただきたい。また、民

航機の離発着時の騒音と比較できるような

資料を示していただきたい。 
② 場周経路では高度 300mから 500ｍを

飛行するとの説明だが、これ以上の高度で飛

行することは可能なのか、示していただきた

い。 
③ 自衛隊機が場周経路を飛行する際の

海上への風圧の影響について、配備予定のオ

スプレイ及びヘリコプターについて機種ご

とに示していただきたい。 
（H28.8.23 佐有漁協総第 85 号 問 15 

／H28.8.26 企第 315 号） 

①について 
※ 【論点 6】騒音による漁業への影響につ

いてに記載のため省略 
②について 
※ 【論点 6】騒音による漁業への影響につ

いてに記載のため省略 
③について 
1．場周経路の飛行高度は、300m から 500m

の範囲で設定されることを想定しており

ますが、防衛省では、このような高度で飛

行した際の、地表における下降気流の実測

値を有しておらず、また、このような高い

高度で下降気流の大きさを試算する一般

的な計算モデルもございませんが、経験的

には地上では風圧を感じたことはありま

せん。 
2．他方、高度が高くになるにつれ、下降気

流は減衰することから、そのような高度か

らの下降気流と地上風を地表面(海面)上で

区別することは実質的に不可能と考えて

います。 
3．さらに、防衛省で現在運用しているヘリ

コプターの中で最も機体規模の大きい

CH-47 が多数運用されている木更津駐屯

地において、その下降気流が洋上の漁船の

航行や地上及び海上の人員等に対し風圧

が影響を及ぼしたという事例は確認され

ていません。 
（H28.10.13 九防企地第 8129 号） 

佐賀空港周辺の気流の速さや向きについ

て、統計的なデータを基に、季節ごとにお示

しいただきたい。 
（H28.8.23 佐有漁協総第 85 号 問 12

／H28.8.26 企第 315 号） 
 
 
 
 
 
 
 

別添のとおりです。 
（H28.10.13 九防企地第 8129 号） 
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【論点９】 排⽔による漁業（ノリ養殖）への影響について 

質 問 回 答 

駐屯地からの排水については、有明海にお

けるノリ養殖等への影響が懸念されること

から、次のことをお示しいただきたい。 
① 生活排水については浄化槽から、また油

脂分を使用する施設からの排水について

は油分離槽から排水されるとの説明だが、

それぞれ駐屯地からの１日当たりの排出

量をどの程度と見込んでいるのか。また、

駐屯地からどのような形で、どこへ排水さ

れるのか。直接有明海へ排水されることは

あるのか。 
② 雨水について、時間雨量で 5 ミリ、10
ミリ、30 ミリ、50 ミリ、70 ミリ、100 ミ

リの降雨があった場合、それぞれ駐屯地か

らの排出量をどの程度と見込んでいるの

か。また、駐屯地からどのような形で、ど

こへ排水されるのか。直接有明海へ排水さ

れることはあるのか。 
（H28.8.23 佐有漁協総第85号 問1６ ／
H28.8.26 企第 315 号） 

１．駐屯地からの排水量については、配置す

る人員が確定し、施設の所要が明確になっ

た後に基本検討及び実施設計を行う中で

検討してまいります。 
2．なお、現時点での試算としては、 
① 生活排水量及び業務排水量については、

現時点で配置される隊員数は約 700～800
名程度を想定しており、隊員数を仮に 800
名とすると、約 300 ㎡/日を見込むことに

なります。 
② 降雨による排水量については、一般的に

1 秒当たりの排水量で計画しており、仮に

改変面積を 33ha として全てを舗装した場

合、舗装後の降雨による排水量の開発前か

らの増分については、雨量が 5mm/時のと

き約 0.07 ㎡/秒、10mm/時のとき約 0.14
㎡/秒、30mm/時のとき約 0.41 ㎡/秒、

50mm/時のとき約 0.69 ㎡/秒、70mm/時の

とき約 0.96 ㎡/秒、100mm/時のとき約

1.38 ㎡/秒となります。 
3．また、具体的な駐屯地からの排水方法に

ついては、基本検討及び実施設計を進める

中で、佐賀空港建設時の事例を踏まえつつ

海苔養殖等に従事される方々や佐賀県と

も十分に調整を行い、周辺環境に影響が生

じないよう措置を講じてまいります。 
4．いずれにせよ、防衛省としては、駐屯地

を整備するに当たっては、大雨時の排水に

係る処理や海への排水なども含め、ご懸念

の海苔養殖をはじめとする周辺の漁業や

農業に配慮することは当然と考えており、

漁業や農業に従事される方々のご要望を

踏まえ、適切に対策を実施してまいりま

す。 
（H28.10.13 九防企地第 8129 号） 

駐屯地内で事故や自衛隊機による事故が

発生した場合の即応態勢についての考えを

お示しいただきたい。 
特に、事故等の場合に油が海に流失した場合

は、迅速に対応が求められるが、どのような

態勢・手段で対応をされるのか、考えをお示

1．防衛省としては、駐屯地の内外を問わず、

いかなる運用にあたっても、安全確保に努

めていくこととしており、適切な整備、隊

員への教育訓練、関係法令の遵守等を通じ

て、事故の防止に万全の措置を講じるとと

もに、日頃から万一の場合に備えた対処訓
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質 問 回 答 

しいただきたい。 
（H28.8.23 佐有漁協総第85号 問1９ ／
H28.8.26 企第 315 号） 

練を行っております。 
2．御指摘のような油流出事故については、

あってはならないと考えておりますが、仮

に、生じた場合の具体的な対応としては、

一例として、 
① 流出元及び状況の把握 
② 地元自治体や海上保安庁・消防など関係

機関への報告及び通報 
③ 吸着剤やオイルフェンスを設置するな

どの流出拡散の防止 
④ 油の回収作業 
⑤ 監視及び回収作業の継続 
などの措置を順次実施し、外部への流出拡散

の防止や情報提供を行います。 
3．今回計画する駐屯地においても、これら

対応を迅速に行うため、陸・海・空自衛隊

の関係部隊や地元自治体、海上保安庁・警

察・消防など関係機関との連絡体制を整え

ておくとともに、万一の事故に備え、事故

対処マニュアルや吸着剤等の対処物品を

駐屯地内に常備し、駐屯地の維持管理の任

務を有する業務隊を中心とした対処体制

を整えておくこととしています。 
4．防衛省としては、決してあってはならな

いことですが、万一の場合には、周辺への

影響を極小化するよう、総力をあげて対処

してまいります。 
（H28.10.13 九防企地第 8129 号） 
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【論点 10】 電波等による漁業への影響について 

質 問 回 答 

有明海の海苔漁場では、養殖に極めて重要

となる水温や比重等のデータの自動観測が

行われており、そのデータは電波により佐賀

県有明海水産振興センターに送られている

ところですが、オスプレイ等の頻繁な飛行に

よって、この通信に乱れが生じ受発信に不都

合が生じないのか、防衛省の見解をお示しい

ただきたい。 
また、船舶のＧＰＳやレーダー機能への影

響、あるいは携帯電話の通話への影響につい

ても、理論的に御説明ください。 
（H28.8.23 佐有漁協総第 85 号 問 17 ／
H28.8.26 企第 315 号） 

1．海苔漁場で使用されている電波の諸元に

ついて承知しておらず、現時点では飛行に

よる影響の細部について正確にお答えす

ることは困難ですが、陸上自衛隊のヘリコ

プターが配備されている木更津駐屯地を

含め、これまで防衛省が航空機を運用する

中で、船舶の GPS やレーダー機能等に影

響が出ている事例が確認されておりませ

ん。 
2．なお、一般に自衛隊機が搭載する無線設

備は、電波法や自衛隊法の関係規則に基づ

く手続きの中で、民間の無線通信等に影響

を与えないことを確認した上で、総務大臣

の承認を得て使用しているため、船舶の

GPS やレーダー機能等へ影響を及ぼすこ

とはないものと考えております。 
3.新たに導入する V-22 オスプレイに搭載す

る無線設備を使用するに当たっても、今

後、総務省の承認を得ることはもちろん、

電波法及び関係法令等に基づき適切に運

用してまいる所存であり、これらに影響を

及ぼすことは引き続き想定されません。 
（H28.10.13 九防企地第 8129 号） 
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2-4 農業への影響 

【論点 11】 騒⾳による農業（畜産）への影響について 

該当なし                                               
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【論点 12】 下降気流（⾵圧）による農業への影響について 

該当なし                                               
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【論点 13】 排⽔による農業への影響について 

該当なし                                               
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【論点 14】 照明による農業への影響について 

該当なし                                               
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【論点 15】 電波等による農業への影響について 

該当なし                                               
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2-5 佐賀空港への攻撃の懸念について 

【論点 16】 佐賀空港が攻撃対象の標的になることについて 

該当なし                                               
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2-7 バルーン⼤会への影響 

【論点 17】 バルーン⼤会への影響について 

該当なし                                               
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2-8 ラムサール条約登録湿地への影響 

【論点 18】 ラムサール条約登録湿地における⽔⿃への影響について 

該当なし                                               
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第３章 民間空港としての佐賀空港への影響 
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【論点 19】 ⺠間空港としての佐賀空港の使⽤・発展への影響について 

該当なし                                               
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第４章 佐賀空港の防災拠点としての機能向上 
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【論点 20】 佐賀空港の防災拠点としての機能向上について 

該当なし                                               

  



その他の要請内容について 

 - 40 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

その他の要請内容について 
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1 配備される⾃衛隊機、部隊 

1）配備機材                                               

質 問 回 答 

将来的に、現在示されている自衛隊機約

70 機の配備数が拡大することはあるのか。 
（H28.8.23 佐有漁協総第 85 号  問４／

H28.8.26 企第 315 号） 

防衛省としては、規模の拡大は考えていま

せん。 
（H28.10.13 九防企地第 8129 号） 

施設には弾薬庫も整備されることとなっ

ているが、ヘリコプター以外にも武器が配備

されるのか、考えをお示しいただきたい。 
（H28.8.23 佐有漁協総第 85 号 問５／ 
H28.8.26 企第 315 号） 

駐屯地の警備など隊員が携行する小銃な

どの小型の火器の配備を考えています。 
（H28.10.13 九防企地第 8129 号） 
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2 施設等整備計画 

１）⽤地位置・規模                                         

質 問 回 答 

佐世保には多くの軍事関係施設があるこ

とから、佐世保にまとめた方がより効果的・

効率的な運用ができるのではないかと思う

が、お考えをお示しいただきたい。 
（H28.8.23 佐有漁協総第 85 号 問 20／
H28.8.26 企第 315 号） 

佐賀空港以外の個別の飛行場の評価など

検討の詳細を明らかにすることは、関係自治

体等に無用の混乱を生じさせるおそれがあ

ることなどからお答えは差し控えさせてい

ただきますが、我が国防衛上の有用性、配備

のための十分な地積の確保、市街化が進む既

存の自衛隊飛行場の周辺の状況など様々な

観点から自衛隊飛行場や民間飛行場を対象に

検討を重ねた結果、佐賀空港が配備場所とし

て最適な飛行場であると判断したものです。

（H28.10.13 九防企地第 8129 号） 

 県と漁協との間で結んでいる公害防止協

定覚書付属資料には「県は佐賀空港を自衛隊

と共用するような考えは持っていない」と記

載されている。防衛省はこのよう公害防止協

定の存在を知りながら、なぜ自衛隊機による

佐賀空港の利用を要請するのか、考えをお示

しいただきたい。 
（H28.8.23 佐有漁協総第 85 号 問 21／ 
H28.8.26 企第 315 号） 

1．佐賀空港建設時に策定された公害防止協

定書の存在は承知していましたが、一昨

年 7月 22日に武田元副大臣が佐賀県を訪

問した際、古川前知事からの公害防止協

定書等の中で自衛隊との共用に関する県

の考え方が記載されている旨の言及を通

じて初めてその内容を把握し、同月 28 日

に佐賀県から入手したところです。 
2．防衛省としては、同協定書の覚書付属資

料において、「県は佐賀空港を自衛隊と共

用するような考えはもっていない。」旨規

定されていることを確認しており、佐賀

空港は、建設時に自衛隊の配備について

も有明海漁協との間で議論が行われた空

港であり、相当の御苦労があったという

認識を持つに至っております。 
3．このような認識ではありますが、防衛省

としては、我が国を取り巻く安全保障環

境が一層厳しさを増している中、我が国

の領土や主権を守り抜く観点から、陸上

自衛隊のV-22オスプレイは高い機動展開

能力と対処能力を確保する上で大変重要

な装備品であり、本件の安全保障上の重

要性を踏まえ、自衛隊機の佐賀空港の利

用について、是非皆様のご理解、ご協力

をいただきたいと考えている次第です。 
（H28.10.13 九防企地第 8129 号） 
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２）環境への配慮                                         

質 問 回 答 

約 33ha の施設配置のイメージ図につい

て、次の事項をお示しいただきたい。 
・ 地盤改良が必要な場所と不要な場所 
・ 舗装を行う場所とその面積 
・ 舗装種別（アスファルト舗装又はコンク

リート舗装） 
（H28.8.23 佐有漁協総第 85 号  問３／

H28.8.26 企第 315 号） 

地盤改良については、施設配置を行う範囲

全体に必要であると考えておりますが、今

後、基本検討及び実施設計を行う中で具体的

な設計内容等をもとに検討を行い、地盤改良

の範囲を確定してまいります。 
舗装の範囲や種別については、駐機場や車

両通路部分などンクリート舗装及びアスフ

ァルト舗装を行うことを考えておりますが、

その具体的な場所や面積については、今後、

基本検討及び実施設計を行う中で具体的な

設計内容等をもとに検討を行い、舗装範囲等

を確定してまいりますので、現時点でお示し

できないことにご理解いただきたい。防衛省

としては、規模の拡大は考えていません。 
（H28.10.13 九防企地第 8129 号） 
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3 ⾃衛隊機による佐賀空港の使⽤内容 

１）利⽤時間                                               

質 問 回 答 

ノリ養殖においては夜間や夜明け前に作

業を行うこともあるが、説明資料では「パイ

ロットの技量を維持するため、空港利用時間

の範囲内で、夜間に離着陸訓練を実施させて

いただくことについて御理解願います。」、ま

た「離島からの急患搬送の要請や、自然災害

があった場合等には、空港の利用時間外にお

いても飛行する場合があることについても

御理解願います。」とされている。 
時間帯別の離着陸回数については、平成

28年 3月 8日付けの県への回答において、「8
時から 17 時の間の離着陸回数は、54.7 回、

6 時 30 分から 8 時の間の回数は、0.76 回、

17 時から 22 時の間の回数は、4.48 回、22
時から 6 時 30 分の間の回数は、0.05 回と見

込んでいます。」とされているが、この回数

の見込みは、目達原駐屯地の実績を基に算出

されていると承知している。現在、目達原駐

屯地に配備されているヘリコプターに加え、

新たにオスプレイを配備した場合、早朝や夜

間の離着陸回数の見込みが大きく増加する

可能性はないのか、確認したい。 
（H28.8.23 佐有漁協総第 85 号 問 7／
H28.8.26 企第 315 号 ） 

1．平成 28 年 3 月 8 日付けの回答でお示し

しています各時間帯別の離着陸回数につ

いては、オスプレイを含む約 70 機の自衛

隊機すべてを運用した場合として見込ん

だ回数であり、オスプレイの導入によっ

て、早朝や夜間の離着陸回数が増加するも

のではありません。 
（H28.10.13 九防企地第 8129 号） 

２）⾶⾏回数                                               

質 問 回 答 

オスプレイの一日当たり離着陸回数をお

示しいただきたい。 
（H28.8.23 佐有漁協総第 85 号 問 10／
H28.8.26 企第 315 号） 

約 70 機の自衛隊機を全て運用した場合の

離着陸回数は 1 日あたり 60 回を見込んでお

り、このうち、オスプレイの 1 日あたりの離

着陸回数は、約 16 回を見込んでいます。 
（H28.10.13 九防企地第 8129 号） 

３）演習等の内容                                            

質 問 回 答 

自衛隊機による低空飛行訓練は、脊振山周

辺で行われていたと認識しているが、オスプ

レイも同様の訓練区域を予定しているのか。

また、有明海域での各種訓練の予定もあるの

１．陸上自衛隊に導入予定のＶ－２２オスプ

レイによる訓練内容については、現時点で

は決まっておらず、今後検討していくこと

になるため、お答えできる段階にはありま
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質 問 回 答 

か。 
（H28.8.23 佐有漁協総第 85 号 問 28 ／
H28.8.26 企第 315 号） 

せん。その上で、Ｖ－２２オスプレイで低

空飛行訓練を行う場合には、背振山周辺を

含め、予め設定された低空飛行訓練空域で

行うことになりますが、有明海上空では実

施しません。 
２．なお、基本操縦訓練（※）については、

場周経路を含め、有明海上空を使用するこ

とが想定されます。なお、本訓練はこれま

でご説明している一日６０回の佐賀空港

の利用に含まれています。 
（※）操縦士が航空機の基本的性能を理解

し、出発地から目的地までの飛行を行う

ために必要な知識及び技能を習得する

ための訓練 
（H28.10.13 九防企地第 8129 号） 
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5 有明海沿岸における国の公共事業 

質 問 回 答 

諫早湾干拓潮受け堤防排水門の開門調査

の問題が解決してから要請をすべきではな

いのか。同じ国の機関として、諫早湾干拓潮

受け堤防排水門の開門調査の実施について

防衛省の見解をお示しいただきたい。 
（H28.8.23 佐有漁協総第 85 号 問 22／
H28.8.26 企第 315 号） 

1．諌早湾干拓事業については、有明海漁協

の皆様が開門調査を求めていらっしゃる

中、防衛省としても、国として関係者の御

意見を真摯に伺いつつ、丁寧に話合いを進

めていくべき課題と認識しています。 
2．なお、防衛省・自衛隊は、活動の拠点と

なる駐屯地所在地において、部隊の安定的

な運用を行うのみならず、隊員やその家族

が同じ地域に居住し、地域の一員として共

存していく必要があります。そのために

は、自衛隊に対する地元の皆様のご理解と

ご協力が不可欠です。したがって、自衛隊

の活動によって、地域の生活環境に悪影響

を及ぼすことは決してあってはならず、皆

様との信頼関係を壊すことを望んでおり

ません。 
3．このような考えの下、佐賀空港の利用に

当たっては、駐屯地の内外を問わず、器材

の適切な整備、隊員への教育訓練、関係法

令の遵守などを通じて事故の未然防止に

万全の措置を講じるとともに、駐屯地から

の排水対策など、周辺環境を保全するため

の適切な措置を講じることとしています。

4．また、万一にも、自衛隊機や駐屯地の運

用によって、漁業や農業の事業者等の方々

に対して経営上の損失を与えた場合には、

関係法令に基づいて、防衛省が責任を持っ

てその損失や損害を補償する考えです。 
（H28.10.13 九防企地第 8129 号） 

これまでの有明海沿岸における国の公共

事業（筑後大堰・ダム・諫早干拓）において

は、国は「有明海には影響がない」旨の説明

をされてきたが、現在の有明海には、以前は

多く生息していた貝類等が少なくなった状

況にあるが、防衛省は国の公共事業と有明海

の現状をどう見ているのか、考えをお示しい

ただきたい。 
また、「漁業経営に何らかの影響があった

場合には損失等の補償を行う」ということで

すが、諫早湾干拓問題を見ても、そもそも国

は自らの責任を簡単に認めないと思ってい

るが、考えをお示しいただきたい。 
（H28.8.23 佐有漁協総第 85 号 問 23／
H28.8.26 企第 315 号） 

 


